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附則 

 

平成16年（2004年）７月、平成の大合併が全国的に進められる中、本村は住

民投票の結果、自立を選び、本議会は、近年続いてきた議員定数16名を10名に

削減しました。村民にわかりやすく、開かれた議会を目指すため、平成22年４

月に議会活性化研究会を立ち上げ、その後、議員構成は変わり、平成23年６月

に議会活性化検討特別委員会を設置し、各種団体との懇談会など村民との意見

交換を重ね、各種改革を実践してきました。 

村民に選ばれた議員は、これからも村民と一緒に考え、しっかりと議論しな

がら議会改革を進めます。また、議員や議会の責務や活動原則、村民や村長と

の関係などを明らかにし、村民の負託に応え、村民の福祉の向上と村政の発展

を実現するために、南箕輪村議会基本条例を制定します。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、議会活動の基本原則を定めることで、村民の負託に真摯

に応え、村民福祉の向上と村政の発展に寄与することを目的とします。 

第２章 議員と議会の役割 

（議員の政治倫理） 

第２条 議員は、村民の負託に応えるため、良心と責任感を持って品位を保持

し、識見を養うよう努めます。 

（議員の責務） 

第３条 議員は、村民の代表であることを自覚し、村民の意見を的確に把握し

て、議員としての役割を公正かつ誠実に果たします。 



 

（議員の活動原則） 

第４条 議員は、資質向上のため各種研修会に積極的に参加し、自己啓発及び

調査研究に努めます。 

２ 議員は、議会及び議員活動について村民にわかりやすい説明を行います。 

３ 議員は、議会全員協議会、各委員会などを通じて、合議制のもと、言論の

場として議員間の自由な討議を行います。 

（議会の責務） 

第５条 議会は、二元代表制のもと、村民の代表機関として村政の課題を把握

し、政策の提言や立案に取り組み、村の重要な政策などを決定します。 

２ 議会は、村長などの事務執行が適正に行われているか監視します。 

３ 議会は、村長などの事務執行が公平性及び効率性をもって行われているか

審査し、効果及び成果について評価します。 

（議会の活動原則） 

第６条 議会は、前条の責務を果たすため、村民の意思及び意見の把握に努め、

それらを村政に反映させ、信頼される議会を目指します。 

２ 議会は、村民が議会の催す活動へ参加する機会をつくります。 

３ 議会は、議員の資質向上と議会活動活性化のため、研修会を開催します。 

４ 議会は、他の自治体との交流及び連携を推進し、議会の課題研究を行いま

す。 

５ 議会は、前条の責務を果たすため、オンライン会議活用推進を図ります。 

第３章 村民との関係 

（村民との連携） 

第７条 議会は、「村民の声を聴く会」、村民各層及び各団体との懇談会など、

村民との意見交換の場を設けます。 

２ 議会は、請願、陳情などを政策に関する提案ととらえ、誠実に処理します。 

（情報公開） 

第８条 議会は、村民への説明責任を果たし、より開かれた議会を目指すため、

議会だよりやホームページなど多様な広報手段を用いて、情報を公開、発信

します。 

第４章 議会事務局の機能強化 

（議会事務局の機能強化） 

第９条 議会は、議会機能の充実を図るため、議会活動を補佐する議会事務局

の機能強化に努めます。 

第５章 村長などとの関係 



 

（村長などとの関係） 

第10条 議会は、常に村長など執行機関と緊張関係を保持し、相互に議論を深

めることにより、より良い村づくりに寄与します。 

２ 議会は、村の政策及び課題を十分に検討するため、村長など執行機関に適

切かつ具体的な説明、資料の提示を求めていきます。 

（村長などの反問権） 

第11条 村長などは、議員の質疑又は質問に対し、議長又は委員長の許可を得

て反問することができます。 

第６章 補則 

（検証と見直し） 

第12条 議会は、この条例の目的が達成されているかどうかを、常に検証しま

す。 

２ 検証の結果、必要な場合はこの条例を見直し、適切な処置を講じます。 

 

附 則 

この条例は、平成25年４月１日から施行します。 

附 則（平成30年12月17日条例第24号） 

この条例は、平成31年１月１日から施行する。 

附 則（令和４年11月29日条例第17号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

 


